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金融ADR 指定紛争解決機関

日本貸金業協会は

貸金業法に基づく

貸金業界の
自主規制機関です。
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１．活動状況
２．相談・苦情・紛争の処理状況
３．「貸付自粛制度」と
「生活再建支援カウンセリング」

◇ 1月 • 第59回金融トラブル連絡調整協議会（7日）
• 東京都多重債務問題対策協議会合同部会〈書面会議〉（21日）
• 警視庁生活経済課へ情報提供（14日･28日）�

◇ 2 月 • �第18回東京都多重債務問題対策協議会〈書面開催〉（3日）
• �第4回神奈川県ギャンブル等依存症対策推進協議会〈書面開催〉（4日）
• �全銀協と意見交換会〈WEB会議〉（16日）
• �消費生活センター相談員意見交換会〈WEB会議〉（25日）

◇ 3 月 • �東京都貸金業対策課と情報商材に関する情報交換（2日）
• 国民生活センターと情報商材に関する情報交換（2日）
• 警視庁生活経済課へ情報提供（3日･22日）
• 第26回金融ADR連絡協議会〈WEB会議〉（30日）

2．相談・苦情・紛争の処理状況（2020年度第4四半期）

相談
（4,210件）

紛争
（1件）

苦情
（4件）

終了結果
（第4四半期）

４．相談・苦情・紛争の受付件数
５．手続実施基本契約の締結状況

１．活動状況（2021年1月～2021年3月）



2020年4月～2021年3月 受付件数：2,150件・登録理由（ギャンブル）：900件

【年代別】
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　日本貸金業協会では債務問題防止の取り組みの一環として、債務の原因となる失業や生活費の補てん、ギャンブル・
遊興費等、相談者の状況に応じ、問題の解決についての助言や情報を提供するとともに、債務問題の再発防止を目的
とした「貸付自粛制度」の活用及び「生活再建支援カウンセリング」を行っています。

　2007 年 12 月の日本貸金業協会設立に伴い、各貸金業者が自主的に実施していた貸付禁止等の業務を整理・統合し、
浪費癖を持つなどの理由で貸付自粛を受けたいとの本人からの申告を受け、自粛対象者である旨の情報を個人信用
情報機関に登録を依頼することで、当該個人信用情報機関の会員が、その情報を受けて貸付の自粛を促すなど多重
債務の予防的な取り組みを行っている制度です。
　2019 年 3 月から「一般社団法人全国銀行協会」が当協会と連携して貸付自粛制度を開始しています。
【連携している個人信用情報機関】
•日本信用情報機構（JICC）～消費者金融系
•シー・アイ・シー（CIC）～信販、クレジット系
•全国銀行個人信用情報センター（個信センター）～銀行系

「貸付自粛制度」1

※�受付件数2,150件のうち、「ギャンブル等をやめられない」を登録目的とする件数は900件であり、ギャンブルの
種類を複数選択で回答を得た件数は1,277件です。

3．「貸付自粛制度」と「生活再建支援カウンセリング」

2



【年代別】
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【債務の原因】
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2020年4月～2021年3月 新規相談者：40人（債務者本人：25人）

　「借金は整理できたが、家計管理が苦手で今後の生活が不安」、「依存的な行動（ギャンブルや買い物癖）が治ら
ない」といった相談者に対し生活改善と債務問題の再発防止に向けて、金銭や家計管理を支援する生活再建支援�
カウンセリングを協会独自で取り組んでいます。
　なお、債務問題は家族を巻き込む問題であることが多く、債務者本人が立ち直るために親族、配偶者が重要なキー
パーソンであることに着目し、ご家族の参加を得たカウンセリングを行っています。
※�カウンセリングは債務問題及び家計管理などへの有効な対応策として日本消費者金融協会（JCFA）が 1997 年
9 月に開設した無料相談窓口の「金銭管理カウンセリングサービス」が母体となってスタートし 2014 年 3 月解
散、それを当協会が踏襲しています。

「生活再建支援カウンセリング」2

※ 相談者のプライバシー保護の観点から、実際の事案の本質を損なわない範囲で編集しています。

（6月終了分）
　母親なのに会いに行っても無視され、説得しても知らぬ顔、夫も非協力的。長い間、死にたいと
思って生活してきました。カウンセリングを受けた時、本当にお世話になっていいのかなと思いまし
た。心よりお礼申し上げます。感謝、感謝です。本当にありがとうございました。

（7月終了分）
　夫の借金で苦しんでいて、食事も寝ることもまともにできなくなり、私の方が精神崩壊しそうにな
り、(中略)相談しました。いつでも励まして褒めてくださり、自信につながりました。教えてもらったこ
とを忘れず、夫と一緒に頑張っていきます。離婚せずに済んだのはカウンセラーのお陰です。

（10月終了分） 　夫婦でカウンセリングして頂き、その日の終わりに双方で「すり合わせ」をして今後の方向を話す流
れができてお互い納得感がありました。アドバイスの1つ１つを肝に銘じて過ごそうと思っています。

（12月終了分）
　無理に費用を削減する方法ではなく、生活状況や健康面（食事等）に加え、気持ちを汲んで頂きな
がら再建させて頂きました。あまり浪費する事はなくなりました。日常の様々な場面で教えて頂いた
事が役立っています。カウンセラーの方にお会いできて良かったです。
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（単位：件、％）

年度

分類

2020年度 2021年度

上半期 ₁₀ 月 ₁₁ 月 ₁₂ 月 第 ₃
四半期 ₁ 月 ₂ 月 ₃ 月 第 ₄

四半期 下半期 合計 ⎝内訳⎠ ₄ 月 ₅ 月 合計 ⎝内訳⎠

相談件数 ₈︐₁₄₀ ₁︐₄₀₉ ₁︐₂₅₇ ₁︐₂₂₆ ₃︐₈₉₂ ₁︐₂₅₁ ₁︐₂₇₄ ₁︐₆₈₅ ₄︐₂₁₀ ₈︐₁₀₂ ₁₆︐₂₄₂  ₁₀₀．₀㌫ ₁︐₄₉₉ ₁︐₄₃₆ ₂︐₉₃₅ ₁₀₀．₀㌫

相
談
内
容

一
般
相
談

融資関連 ₆₇₇  ₁₀₅ ₁₀₅ ₁₀₉ ₃₁₉ ₁₁₉  ₁₁₈  ₁₅₁  ₃₈₈  ₇₀₇ ₁︐₃₈₄  ₈．₅㌫ ₁₃₅ ₁₁₉ ₂₅₄ ₈．₇㌫

信用情報関連 ₂₂₄  ₄₄ ₂₄ ₄₀ ₁₀₈ ₂₆  ₂₉  ₄₇  ₁₀₂  ₂₁₀  ₄₃₄  ₂．₇㌫ ₂₄ ₂₅ ₄₉ ₁．₇㌫

身分証明書等の紛失等 ₇₃  ₁₅ ₁₀ ₁₁ ₃₆ ₁₂  ₈  ₉  ₂₉  ₆₅  ₁₃₈  ₀．₈㌫ ₉ ₁₃ ₂₂ ₀．₇㌫

業者等の連絡先 ₆₁₃  ₈₄ ₆₇ ₅₈ ₂₀₉ ₈₀  ₇₈  ₁₁₉  ₂₇₇  ₄₈₆ ₁︐₀₉₉  ₆．₈㌫ ₁₀₀ ₈₇ ₁₈₇ ₆．₄㌫

帳簿の開示 ₃  ₀ ₀ ₂ ₂ ₀  ₀  ₁  ₁  ₃  ₆  ₀．₁㌫ ₀ ₀ ₀ ₀．₀㌫

その他 ₅₄₂  ₁₁₄ ₉₄ ₈₃ ₂₉₁ ₈₈  ₁₀₀  ₁₀₅  ₂₉₃  ₅₈₄ ₁︐₁₂₆  ₆．₉㌫ ₉₄ ₉₆ ₁₉₀ ₆．₅㌫

小計 ₂︐₁₃₂  ₃₆₂ ₃₀₀ ₃₀₃ ₉₆₅ ₃₂₅  ₃₃₃  ₄₃₂ ₁︐₀₉₀ ₂︐₀₅₅ ₄︐₁₈₇  ₂₅．₈㌫ ₃₆₂ ₃₄₀ ₇₀₂ ₂₄．₀㌫

多
重
債
務
関
連
相
談

貸付自粛・本人 ₆₃₆  ₁₂₃ ₁₀₄ ₉₇ ₃₂₄ ₈₁  ₁₀₈  ₁₁₃  ₃₀₂  ₆₂₆ ₁︐₂₆₂  ₇．₈㌫ ₉₆ ₁₂₀ ₂₁₆ ₇．₄㌫

貸付自粛・本人以外 ₉₂₁  ₁₈₉ ₁₂₆ ₁₄₆ ₄₆₁ ₁₄₅  ₁₃₆  ₁₆₆  ₄₄₇  ₉₀₈ ₁︐₈₂₉  ₁₁．₃㌫ ₁₇₀ ₁₆₆ ₃₃₆ ₁₁．₄㌫

返済困難 ₅₁₆  ₈₇ ₆₄ ₇₇ ₂₂₈ ₈₂  ₇₅  ₉₂  ₂₄₉  ₄₇₇  ₉₉₃  ₆．₁㌫ ₇₅ ₉₆ ₁₇₁ ₅．₈㌫

ヤミ金融・違法業者 ₁₆₄  ₂₉ ₃₅ ₃₁ ₉₅ ₂₅  ₃₁  ₃₃  ₈₉  ₁₈₄  ₃₄₈  ₂．₁㌫ ₂₅ ₃₇ ₆₂ ₂．₁㌫

小計 ₂︐₂₃₇  ₄₂₈ ₃₂₉ ₃₅₁ ₁︐₁₀₈ ₃₃₃  ₃₅₀  ₄₀₄ ₁︐₀₈₇ ₂︐₁₉₅ ₄︐₄₃₂  ₂₇．₃㌫ ₃₆₆ ₄₁₉ ₇₈₅ ₂₆．₇㌫

業者向け問合せ ₃︐₇₇₁ ₆₁₉ ₆₂₈ ₅₇₂ ₁︐₈₁₉ ₅₉₃ ₅₉₁ ₈₄₉ ₂︐₀₃₃ ₃︐₈₅₂ ₇︐₆₂₃  ₄₆．₉㌫ ₇₇₁ ₆₇₇ ₁︐₄₄₈ ₄₉．₃㌫

苦情件数 ₉  ₀ ₂ ₄ ₆ ₁ ₃ ₀ ₄ ₁₀ ₁₉ ₁₀₀．₀㌫ ₁ ₀ ₁ ₁₀₀．₀㌫

苦
情
内
容

請求業務 ₃  ₀ ₁ ₀ ₁ ₀ ₂ ₀ ₂ ₃ ₆ ₃₁．₆㌫ ₀ ₀ ₀ ₀．₀㌫

契約内容 ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₁ ₀ ₁ ₁ ₃ ₁₅．₈㌫ ₀ ₀ ₀ ₀．₀㌫

クレジットカード等不正使用 ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₂ ₁₀．₅㌫ ₀ ₀ ₀ ₀．₀㌫

事務処理 ₂ ₀ ₁ ₄ ₅ ₁ ₀ ₀ ₁ ₆ ₈ ₄₂．₁㌫ ₀ ₀ ₀ ₀．₀㌫

その他 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀．₀㌫ ₁ ₀ ₁ ₁₀₀．₀㌫

紛争件数（新受件数） ₄ ₁ ₀ ₀ ₁ ₁ ₀ ₀ ₁ ₂ ₆ ₁₀₀．₀㌫ ₀ ₀ ₀ ₀．₀%
紛
争
内
容

クレジットカード等不正使用 ₄ ₁ ₀ ₀ ₁ ₀ ₀ ₀ ₀ ₁ ₅ ₈₃．₃㌫ ₀ ₀ ₀ ₀．₀㌫

その他 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₁ ₀ ₀ ₁ ₁ ₁ ₁₆．₇㌫ ₀ ₀ ₀ ₀．₀㌫

（単位：社、％）
　2021年3月末現在、金融庁公表ベースの貸金業者にお
ける手続実施基本契約の締結状況につきましては、1,633
社が締結済みで契約率は99 .7％です。

財務局 都道府県 合計
登録業者数 ₂₇₁ ₁︐₃₆₇ ₁︐₆₃₈
締結数 ₂₇₁ ₁︐₃₆₂ ₁︐₆₃₃

５．手続実施基本契約の締結状況

　2020 年度の受付件数は、相談が 16,242 件（前年度 20,256 件・▲ 19.8％）、苦情が 19 件（前年度 20 件・�▲�5.0％）�、
紛争が 6件（前年度 4件・＋ 50.0％）でした。また、2021 年 4 月から 5月までの受付件数は、相談が 2,935 件（前
年度 2,994 件・▲ 2.0％）、苦情が 1件（前年度 1件・± 0.0％）�、紛争が 0件（前年度 2件）でした。

　※上記の表は、2020年度と2021年度の直近5月までの件数です。

＊本誌は、日本貸金業協会と手続実施基本契約を締結した加入貸金業者向けの季刊誌です。

4．相談・苦情・紛争の受付件数（２０２０年度・2021年4月～５月）

4


